
65歳以降にやるべきこと

65歳で退職後も再就職をご希望であれば、雇用保険の受給が可能です。手続きについては、「各種手続き」をご参照ください。

また、退職したその年に再就職しない場合は、確定申告が必要になりますので、ご自身で手続きされるか、書類作成が手間の場合は、

「退職後の確定申告支援サービス 」のご利用をおすすめいたします。

65歳まで勤務して、退職する場合の流れ

中途退職や定年退職に関する各種手続きお役立ちガイド

定年に係る退職時の手続きと流れ

65歳まで勤務して、退職する場合

日本年金機構の「ねんきんネット 」をご利用の上、年金受取見込額をご確認ください。

65歳以降の年金受取見込額を確認します

再就職した場合の給与見込額を確認します

くらしすとの「在職老齢年金 」にて、年金の控除額を計算してください。

年金受取見込額と給与見込額の合計が、月額47万円を上回るかどうか確認します

https://www.njk-support.jp/procedure/guide/retirement/necessary/
https://www.njk-support.jp/retirement/
https://www.njk-support.jp/procedure/
https://www.nenkin.go.jp/n_net/introduction/estimatedamount.html
https://www.kurassist.jp/kurassist-eye/nenkin/learn-vol1-20220415.html


医療費を10万円以上お支払いの方におすすめ

-医療費控除支援サービス-

計算した金額を参考に65歳以降、再就職するかどうかを検討します

厚生年金の各種手続きにつきましては、以下をご参照いただき、お手続きください

・「年金制度の仕組みや年金にはどんな種類があるの？ 」

・「どんな年金がもらえるの？ 」

・「年金はいつからもらえるの？ 」

《 再就職する場合 》

雇用保険の高年齢求職者給付金等の手続きを行います

《 再就職しない場合 》

厚生年金の請求手続きを行います
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